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東京証券取引所における四半期開示の見直しに伴う 

業務規程の一部改正について 

 

２０２４年３月２８日 

日本取引所自主規制法人 

 

Ⅰ 改正趣旨 

当法人は、業務規程の一部改正を行い、本年４月１日から施行します。（詳細については、

規則改正新旧対照表をご覧ください。）。 

今回の改正は、自主規制業務の委託金融商品取引所である東京証券取引所における金融商

品取引法改正に伴う四半期開示の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正を受けて、

当法人の業務規程について所要の対応を行うものです。 

 

 

 

 

Ⅲ 施行日 

・ 本年４月１日から施行します。 

 

以 上 

Ⅱ 改正概要 （備  考） 

１． 四半期開示の見直しに伴う対応  

・ 特別注意銘柄の指定が適当である旨を決定する要件として、四半

期累計期間（第２四半期を除く。）に係る四半期財務諸表等に期中

レビュー報告書が添付される場合であって、当該期中レビュー報

告書に「否定的結論」又は「結論を表明しない」旨が記載された

ときを追加します。 

 

・業務規程第３０条 

・ 上場有価証券の発行者に対する処分その他の措置に係る審査のた

めに必要と認めて、監査証明等を行う公認会計士等（当該公認会

計士等であった者も含む。）に対して事情説明等を求める場合に

は、上場有価証券の発行者に対し、これに協力することを求めま

す。 

・業務規程第３４条 

  

２．その他  

・ その他所要の改正を行います。  


